
判決年月日 平成１８年２月２７日 担 知的財産高等裁判所 第２部
当

事 件 番 号 平成１７年（ネ）１０００７号 部

○ 医薬品等の小売業者が商品の仕入価格を開示した行為が，その製造販売業者の営

業秘密を不正に開示するものではないとして，不正競争防止法２条１項７号所定の不

正競争に当たらないとされた事例

（関連条文）不正競争防止法２条１項７号

１ 事案の概要

Ｘは医薬品等の小売業者，Ｙはその製造販売業者である。ＸとＹは，平成９年８月，Ｙ

の製造販売する医薬品等の商品（Ｙ商品）をＸがＹから継続的に購入することについての

取引基本契約（本件取引基本契約）を締結し，それ以降継続的に取引をしていた。Ｘは，

平成１３年１月～５月，Ｙ商品の仕入価格を開示して行うセール（原価セール）を実施し

た。Ｙは，Ｘに対し，本件取引基本契約を即時解除する旨の通知をした。

本件は，Ｘが，Ｙに対し，本件取引基本契約上の当事者の地位にあることの確認と，同

契約に基づく商品の引渡しを求める訴訟である。Ｙは，商品の仕入価格（Ｙにとっての卸

価格）はＹの営業秘密であり，これを開示したＸの行為は不正競争防止法２条１項７号所

定の不正競争に当たるから，Ｘには契約上の義務違反ないし信義則上の義務違反があるの

であって，Ｙによる契約解除は有効であるなどと反論した（このほか，独占禁止法，不当

景品類及び不当表示防止法，商慣習等に違反するなどといった主張もされた 。。）

原審（東京地判平１６・２・１３（平１４（ワ）５６０３）最高裁ホームページ）がＸ

の請求をいずれも認容したことから，これを不服とするＹが本件控訴をした。

２ 本判決

本判決は，不正競争防止法２条１項７号について 「情報を開示する行為が同号所定の，

不正競争に該当するというためには，① その情報が営業秘密に当たること，② 営業秘密

の保有者からその営業秘密を示されたこと，③ 不正の競業その他の不正の利益を得る目

的又はその保有者に損害を加える目的があることを要する。Ｙは，Ｙ商品の仕入価格（Ｙ

にとっての卸価格）はＹの営業秘密であり，ＹがＸに示したものであるから，Ｘが本件原

価セールの実施に当たりチラシにこれを記載して開示した行為は同号所定の不正競争に該

当すると主張する。しかし，Ｙ商品の仕入価格は，売買契約の当事者（売主であるＹと買

主であるＸ）の合意によって形成されるものであるから，これがＹからＸに「示された」

とみることは適切でない。したがって，Ｙ商品の仕入価格が上記①の営業秘密に当たると

しても，上記②の要件を欠くといわざるを得ない。これに対し，Ｙは，本件における仕入

価格はＹがあらかじめ定めて，Ｘに示したものであって，Ｘとの間で価格を折衝する余地

はないから，上記②の要件を満たす旨を主張する。しかし，Ｙがあらかじめ一方的に定め



たものであっても，Ｘがこれに同意しなければ売買契約は成立しないのであり，Ｘは自ら

が購入した商品の仕入価格としてその情報を保有することとなるのであるから，Ｙの主張

は上記判断の妨げとなるものではない。また，そのほか，ＸがＹ商品の仕入価格をチラシ

により開示するに当たり，不正の利益を得る目的又はＹに損害を加える目的を有していた

と認めるに足りる証拠はないから，上記③の要件の充足性も認め難い。したがって，Ｘが

Ｙ商品の仕入価格を開示した行為が同号所定の不正競争に当たるということはできな

い 」と判示して，Ｘの行為は同号所定の不正競争に当たらないと判断した。。

また，本判決は，その余の点についても，Ｙの主張をすべて排斥した。

そして，Ｘの請求はいずれも理由があると判断して，Ｙの控訴を棄却した。

３ 関連事件

なお，本件の関連事件として，東京地判平１４・２・５（平１３（ワ）１０４７２）判

例時報１８０２号１４５頁，東京高判平１６・９・２９（平１４（ネ）１４１３）最高裁

ホームページがあるので，併せて参照されたい。


